
水稲の農薬散布時期になりました。

参考：「蜜蜂被害実例調査(H25-27年度)の結果及び
今後の取り組みについて(概要)」(農林水産省)より

※裏面または別紙に千葉県内の植物防疫協会の連絡先を記載しています。

被害状況を調査した結果、
・被害の77～90%は巣箱周辺で水稲が栽培されていた
→このうち、80～85%は水稲のカメムシ防除時期に被害発生
→さらにこのうち、57～67%は被害発生直前に巣箱付近に
水稲カメムシ防除剤を散布していた

・約7割の死虫から一定濃度以上の水稲カメムシ防除剤検出
・巣箱退避未実施地域では被害事例が減少しなかった

農薬散布時期にミツバチの死亡事例が報告されています。

被害軽減は ①巣箱退避 と ②情報共有 が有効です！

☆蜂群の様子がおかしいと感じたら家畜保健衛生所へ御連絡ください！

①巣箱退避 が有効

・農薬使用者と養蜂家で農薬使用情報を共有したところ、
共有する方の割合上昇に伴い、被害報告件数減少した
※情報を共有する際に、蜜蜂の活動が盛んな時間帯の農薬散布をさけてもらうこと、
蜜蜂が暴露しにくい形態(粒剤等)の使用等も有効と考えられています。

②情報共有 が有効

被害数：上記調査前は年間70件程→近年30件程へ＿＿減

西部家畜保健衛生所・西部動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）
Fax：043-286-0090
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西部家畜保健衛生所 Tel.043-250-4141  
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

≪千葉県における植物防疫協会事務局一覧≫
植物防疫協会では、無人ヘリコプターによる防除を実施しています。
詳細については、各地域の協会へお問い合わせください。

蜜蜂を飼育されている方は、 都道府県への届出が必要です。
ポリネーションで蜜蜂を使う園芸農家や趣味で蜜蜂を飼育

している方も対象となります。蜜蜂を園芸農家等に販売・貸与する
際は、ホームページ（下記URL）を参考に、届出に関することや蜜
蜂の疾病について、周知 してくださいますようお願いします。

https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/youhou.html

蜜蜂の飼育には届け出が必要です！

区域電話番号組合管轄家保

匝瑳市0479-55-2083匝瑳地区植物防疫協会

東部

銚子市、旭市0479-55-2083東総地区植物防疫協会

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、
横芝光町

0475-82-2332山武郡市植物防疫協会

茂原市、一宮町、白子町、長南町、長柄町、睦沢町、
長生村

0475-36-2701長生郡市植物防疫協会

佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井
市、富里市、栄町、酒々井町、船橋市、市川市、我孫
子市、鎌ケ谷市

043-481-6911印旛地区植物防疫協会

香取市、東庄町、多古町、神崎町0478-58-5611香取地区植物防疫協会

千葉市、習志野市、八千代市0436-36-1161千葉地区植物防疫協会

西部 市原市0436-36-1161市原市植物防疫協会

松戸市、野田市、柏市、流山市043-481-6911東葛飾植物防疫協会

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町0475-36-2701夷隅郡市植物防疫協会

南部 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町0470-22-9011安房植物防疫協会

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市0438-23-0371君津地域植物防疫協会


